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2025年のVATの取扱い
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VATに関する財務大臣令2024年第131号（PMK131）が2024年12月31日に発行され、2025年1月1日か
ら施行された。またPMK131の施行に伴い、VATインボイスの作成に関する租税総局長令2025年第1号
（PER-1）が2025年1月3日に発行された。

PMK-131の主なポイントは以下のとおり。

種類 奢侈品* 奢侈品以外
課税標準 販売価格または輸入価額 輸入価額/販売価格/サービス対価の額

の11/12

輸入物品 輸入価額の総額 輸入価額の11/12

国外の無形資産やサービスの利用 適用なし サービス対価の額の11/12

国内物品の販売 販売価格の総額 販売価格の11/12

国内サービス提供 適用なし サービス対価の額の11/12

VAT計算例（商品の販売価格が
IDR 800,000,000の場合）

VAT= 12%x800,000,000=  
IDR 96,000,000

課税標準=
11/12 x 800,000,000= 
IDR 733,333,333

VAT= 12% x 733,333,333= 
IDR 88,000,000

移行期間：
2025年1月1日～2025年1月31日

課税標準は販売価格の11/12とする。

移行期間の取扱いは最終消費者への物品
の販売にのみ適用され中間業者には適用
されない。

適用なし

移行期間終了後
2025年2月1日以降

課税標準は販売価格を使用する。 適用なし

例外となるもの 特定の事業者（VAT登録事業者）のうち、従来より特定の課税標準やVAT税率が
適用されていた業種は例外がある。例えば、自己建設活動、特定の課税サービス
の提供（ツアー/旅行代理店サービス、貨物輸送サービス） などが該当する。

注：
* 奢侈品には以下のようなものがある：
 – 財務大臣令2022年第42号（PMK-42）に基づく自動車 
 – 財務大臣令2023年第15号（PMK-15）に基づく自動車以外のもの



VAT税率は2025年から12%になるが、奢侈品以外については、PMK-131に基づいて、販売価格の11/12を
基に税額が計算されるため、実質的なVATの税率は11%から変わらない。

奢侈品以外のVAT計算について、2024年までと2025年のVAT計算を比較すると、最終的にVATの額は同じに
なることが下表にて明らかである。

内容 2024年までの計算 2025年の計算
販売価格 1,000 1,000
販売価格の11/12 適用なし 916.6666667

VATインボイスにおけるVATの課税標準 1,000 916.6666667
VAT 税率 11% 12%
VAT (課税標準 x 税率) 110 110

国内販売向けのVATインボイスコード 010 040 

注：VAT額が同じであっても、請求書およびVATインボイスに正しく反映されるよう、事務手続きを見直す必要がある。

移行期間中のVATインボイスに関する規定

PMK-131の施行に伴い、租税総局はPER-1により移行期間中のVATインボイスの作成に関するルールを以下
のように定めている。

• 2025年1月1日から2025年3月31日までに作成されたVATインボイスで、商品の輸入または販売、サービ
スの提供または利用、無形資産の利用に関連するものは、以下のいずれかの条件を満たしている場合に有
効とみなされる。

 – 販売価格／サービス対価の額／輸入価額に基づいた課税標準が12％の税率で計算されている場合

 – 販売価格／サービス対価の額／輸入価額に基づいた課税標準が11％の税率で計算されている場合

VATインボイスは、税法および関連規則に規定される情報が含まれている必要がある。

• 上記の条件に従い課税標準が計算された結果、過剰にVATが徴収された場合には以下の規定が適用され
る。

 –  仕入VATを認識する者は、売り手である課税事業者に対して過剰徴収分の払い戻しを請求することが
できる。

 –  仕入VATを認識する者から払い戻しの請求を受けた場合、売り手の課税事業者は該当するVATインボイ
スを修正または差し替える必要がある。

KPMG コメント       

PMK-131 では、VAT インボイスの取引コードについて明確なガイドラインは示されていない。一
般的には、奢侈品以外の商品やサービスの提供において、VAT インボイスの取引コード 040 が適
用されるが、特定の取引については異なる取引コードが適用される場合がある。例えば、政府との取
引、免税取引、非課税取引などが挙げられる。
これらのケースでは、納税者はPER-03/PJ/2022 およびPER-11/PJ/2022 を参照し、適切な取
引コードを確認する必要がある。
これらの規定に関してさらに確認が必要な場合は、KPMGの担当者にお問い合わせください。
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